さにぃ　通所介護
重要事項説明書
  通所介護の提供に当たり、事業所の概要や提供されるサービスの内容、利用上の留意事項等の重要事項について次のとおり説明します。
１．事業者（法人）の概要
	事業者（法人）の名称
	特定非営利活動法人ひまわり事業団

	主たる事務所の所在地
	〒422-8006　
静岡市駿河区曲金５－４－５８

	代表者（職名・氏名）
	理事長　小久江　寛

	設立年月日
	平成１３年９月５日

	電話番号
	 ０５４－２８８－６０６８


２．事業所の概要
	事業所の名称
	 さにぃ

	事業所の所在地
	〒422-8006
静岡市駿河区曲金５－４－５８

	電話番号
	０５４－２７０－６３８０

	ＦＡＸ番号
	０５４－２８７－４９２２

	指定年月日・事業所番号
	2021年4月1日指定
	

	実施単位・利用定員
	1単位
	20名

	通常の事業の実施地域
	静岡市全域（旧六ヶ村を除く）

	併設事業所
	介助派遣サービスひだまり（訪問介護事業所）

以下、障害福祉サービス事業所

介助派遣サービスひだまり（重度訪問介護、居宅介護等）、それいゆ（就労継続支援B型）、さにぃ（生活介護）、なな～ら（共同生活援助）、ピアサポート（計画相談）

	第三者評価の実施の有無
	無


３．運営の方針

・　通所介護の提供に当たっては、事業所の従業者は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練の援助を行うことによって、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ります。

・　事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健医療・福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。

４．提供するサービスの内容
・食事の提供
　　食事の提供及び必要な介助を行います。
・健康状態の確認
　　体調や血圧等の確認を行います。
・送迎

　　居宅から事業所までの送迎及び乗降の介助を行います。
・日常生活における相談及び助言
　　利用者及びその家族の日常生活における介護等に関する相談及び助言を行います。
・その他日常生活上の援助
　　利用者に必要な日常生活上の世話及び援助を行います。

５．営業日時
	営業日
	月曜日～金曜日まで。
ただし、国民の祝日、年末年始（12月27日から1月3日まで）及びお盆（8月10日から8月15日まで）を除きます。

	営業時間
	　午前８時３０分から午後５時まで。

	サービス提供時間
	　午前８時３０分から午後５時まで。


６．事業所の従業者の体制                            （平成31年４月５日現在）
	職種
	常勤
	非常勤

	
	専従
	兼務
	専従
	兼務

	管理者
	
	１人
	
	

	生活相談員
	１人以上
	人
	人
	人

	 看護職員
	
	１人以上
	
	1人

	 介護職員
	２人以上
	人
	１人以上
	人

	機能訓練指導員
	なし
	なし
	なし
	なし


７．利用料等
　サービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、お支払いいただく「利用者負担金」は、原則として基本利用料に利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額です。

ただし、支払方法が償還払いとなる場合には、利用料の全額をお支払いいただきます。支払いを受けた後、事業所からサービス提供証明書を発行しますので、市町村の介護保険担当窓口に提出し、後日払い戻しを受けてください。
（１）通所介護の利用料

	サービス提供時間
要介護度
	基本単位
	利用料(10割)　
	利用者負担額

	
	
	
	1割負担
	2割負担
	3割負担

	
	3時間以上4時間未満

	要介護１
	344
	¥3,287
	¥329
	¥657
	¥986

	要介護２
	393
	¥3,757
	¥376
	¥751
	¥1,127

	要介護３
	445
	¥4,255
	¥425
	¥851
	¥1,276

	要介護４
	496
	¥4,734
	¥473
	¥947
	¥1,420

	要介護５
	547
	¥5,223
	¥522
	¥1,045
	¥1,567

	
	4時間以上5時間未満

	要介護１
	361
	¥3,446
	¥345
	¥689
	¥1,034

	要介護２
	413
	¥3,944
	¥394
	¥789
	¥1,183

	要介護３
	467
	¥4,459
	¥446
	¥892
	¥1,338

	要介護４
	521
	¥4,974
	¥497
	¥995
	¥1,492

	要介護５
	574
	¥5,481
	¥548
	¥1,096
	¥1,644

	
	5時間以上6時間未満

	要介護１
	530
	¥5,063
	¥506
	¥1,013
	¥1,519

	要介護２
	626
	¥5,978
	¥598
	¥1,196
	¥1,793

	要介護３
	723
	¥6,902
	¥690
	¥1,380
	¥2,071

	要介護４
	818
	¥7,817
	¥782
	¥1,563
	¥2,345

	要介護５
	915
	¥8,740
	¥874
	¥1,748
	¥2,622

	
	6時間以上7時間未満

	要介護１
	543
	¥5,187
	¥519
	¥1,037
	¥1,556

	要介護２
	641
	¥6,120
	¥612
	¥1,224
	¥1,836

	要介護３
	740
	¥7,070
	¥707
	¥1,414
	¥2,121

	要介護４
	838
	¥8,003
	¥800
	¥1,601
	¥2,401

	要介護５
	937
	¥8,954
	¥895
	¥1,791
	¥2,686

	
	7時間以上8時間未満

	要介護１
	612
	¥5,845
	¥584
	¥1,169
	¥1,753

	要介護２
	723
	¥6,902
	¥690
	¥1,380
	¥2,071

	要介護３
	837
	¥7,994
	¥799
	¥1,599
	¥2,398

	要介護４
	951
	¥9,087
	¥909
	¥1,817
	¥2,726

	要介護５
	1068
	¥10,197
	¥1,020
	¥2,039
	¥3,059

	
	8時間以上9時間未満

	要介護１
	622
	¥5,942
	¥594
	¥1,188
	¥1,783

	要介護２
	736
	¥7,026
	¥703
	¥1,405
	¥2,108

	要介護３
	851
	¥8,128
	¥813
	¥1,626
	¥2,438

	要介護４
	968
	¥9,247
	¥925
	¥1,849
	¥2,774

	要介護５
	1086
	¥10,375
	¥1,037
	¥2,075
	¥3,112


（注１）上記の基本利用料及び加算等は、厚生労働大臣が告示で定める金額（事業所の所在地が６級地のため、単位数に10.27を乗じた額）であり、これが改定された場合は、これら基本利用料等も自動的に改定されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料等を書面でお知らせします。
（注２）介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた額の全額をご負担いただくこととなりますのでご留意ください。
（注３）上記の利用者負担金は目安の金額であり、円未満の端数処理等により多少の誤差が生じることがあります。
（２）その他の費用

	交通費
	通常の事業の実施地域を越えて行う送迎に係る費用として、交通費実費の半額をいただきます。

	その他
	上記以外の日常生活において通常必要となる経費であって、利用者負担が適当と認められるもの（利用者の希望によって提供する日常生活上必要な身の回り品など）について、費用の実費をいただきます。


（３）キャンセル料
　利用予定日の前にサービス利用の中止又は変更をすることができます。

この場合には、利用予定日の9時30分までに事業所に申し出てください。これまでに連絡がなく、サービス提供をキャンセルした場合は、以下のとおりキャンセル料をいただきます。ただし、利用者の体調や容体の急変など、やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料はいただきません。
	キャンセルの時期
	キャンセル料

	ご利用日当日の9時30分までに
ご連絡いただいた場合
	無料

	ご利用日当日9時30分までに
ご連絡がなかった場合
	食費代相当290円


（４）支払い方法
毎月、15日までに前月分の利用料の請求をいたしますので、月末までにお支払ください。
お支払方法は、基本的に銀行・郵便局の指定口座からの引き落としとさせていただきます。 

８．サービスの利用に当たっての留意事項
サービスを利用するにあたって、利用者は他の利用者の権利を尊重し、多大な迷惑や害を及ぼすことをおこなってはならないものとする。
９．秘密保持及び個人情報の保護

・事業者及びその従業者は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、在職中及び退職後において、第三者に漏らしません。これは、この契約終了後も同様とします。

・事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。
・事業所は、利用者の個人情報については利用者から、その家族の個人情報についてはその家族から予め文書で同意を得ない限り、利用者の居宅サービス計画等の立案のためのサービス担当者会議、居宅サービス事業者等との連絡調整等において、利用者又はその家族の個人情報を用いません。
１０．緊急時における対応方法

サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに下記の主治医及び家族等へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。
	利用者の主治医
	医療機関の名称

氏名
所在地
電話番号
	

	緊急連絡先

（家族等）
	氏名（利用者との続柄）
電話番号
	


１１．事故発生時の対応
　通所介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の介護支援専門員及び市町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

　また、利用者に対する通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
１２．苦情相談窓口

サービス提供に関する苦情や相談は、下記の窓口でお受けします。
（１）事業所の窓口
	事業所相談窓口
	電話番号　０５４－２８８－６０６８

受付時間　月曜日～金曜日　午前９時から１７時
担当者　奥村譲


（２）その他苦情申立の窓口
	苦情受付機関
	葵福祉事務所障害者支援課
	電話　０５４－２２１－１０９９

	
	駿河福祉事務所障害者支援課
	電話　０５４－２８７－８６０９

	
	清水福祉事務所障害者支援課
	電話　０５４２－５４－２１０６

	
	静岡市介護保険課
	電話　０５４－２２１－１３７７


１３．非常災害対策 

・事業所は、防火管理についての責任者を定め、非常災害に関する具体的な防災計画を作成します。
・事業所は、防災計画に基づき、年1回、利用者及び従業者等の避難、救出その他必要な訓練を行います。
１４．サービス利用にあたっての禁止事項について

　利用者、ご家族、関係者等において、次に掲げるいずれかの事由が発生した場合は、やむを得ずサービスを終了する場合があります。

①従業者に対する暴言、暴力、嫌がらせ、誹謗中傷などの迷惑行為。

②
パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、カスタマーハラスメントなどの行為。

③
従業者の写真や動画撮影、録音などを無断で行い、またそれらをSNSなどに掲載すること。

１５．サービスの終了

　次の場合にサービスは終了となります。

（１）利用者のご都合でサービスを終了する場合

サービスの終了を希望する日の1ヶ月前までに文書でお申し出下さい。

ただし、利用者の病変、急な入院等やむを得ない事情がある場合は、予告期間が1ヶ月以内の通知でもこの契約を解約することができます。
（２）事業所の都合でサービスを終了する場合

人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合があります。その場合は、1ヶ月前までに文書で通知します。

（３）自動終了

次の場合は、双方の通知がなくても、自動的に契約を終了いたします。
・利用者が介護保険施設へ入院又は入所した場合
・利用者の要介護状態区分が要支援又は自立となった場合
・利用者が死亡した場合
（４）その他

①次の場合は、利用者は文書で解約を通知することにより、直ちにサービスを終了することができます。
・事業者が、正当な理由なくサービスを提供しない場合
・事業者が、守秘義務に反した場合
・事業者が、利用者やその家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合
・事業者が、倒産した場合
②その他、利用者は契約更新を希望しない場合、利用料等の変更に対して同意することができない場合には契約を解約することができます。

③次の場合は、事業者は文書で解約を通知することによって直ちにサービスを終了させていただく場合があります。

・利用者の利用料等の支払いが6ヶ月以上遅延し、利用料等を支払うよう催告したにも拘らず、別途定めた期限内に支払われなかった場合

・利用者又はその家族が事業者や従業者又は他の利用者に対して、この契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合
・サービスの利用が6か月を超えてない場合。
　令和  　 年    月    日
事業所は、利用者へのサービス提供開始に当たり、上記のとおり重要事項を説明しました。

説　明　者　　所在地　　静岡市駿河区曲金５－４－５８
事業者名　さにぃ
職・氏名　管理者　　　鈴木　香奈　　　印
私は、事業所より上記の重要事項について説明を受け、同意しました。
　　　　　　  利　用　者　　住　所
氏　名　　　　　　　　      　　　　　印
代　理　人
住　所
氏　名　　　　　　　　　 　　　　 　　印
本人との続柄
  2 / 6

